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農作物栽培高度化施設の用に供する土地の評価について（通知） 

 

今般、農地法（昭和 27 年法律第 229 号）の一部改正を含む農業経営基盤強化促進法

等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 23 号）（以下「改正法」という。）が平成 30

年 11 月 16 日から施行され、改正法の施行の日以降に農地法第 43 条第１項の規定によ

る届出に係る同条第２項に規定する農作物栽培高度化施設（以下「農作物栽培高度化施

設」という。）の用に供する土地（以下「高度化施設用地」という。）については、当該

農作物栽培高度化施設において行われる農作物の栽培を耕作に該当するものとみなし

て、引き続き農地法の規定が適用されることとなり、固定資産評価においても、引き続

き農地（田又は畑）として評価することとなりました。 

高度化施設用地の適正な評価に当たっては、市町村税務部局と農業委員会の情報共有

等十分な連携が必要不可欠でありますので、下記事項に留意の上、評価事務の適正な執

行に努めていただきますようお願いします。 

また、貴都道府県内市町村に対してもこの旨ご連絡をお願いします。 

なお、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 号の４（技術的な助言）

に基づくものです。 

 

記 

 

１ 高度化施設用地の評価に当たっては、市町村税務部局が農作物栽培高度化施設の設

置の届出等に関する情報を把握する必要があることから、農業委員会は、以下に掲げ

る場合において、速やかに、市町村税務部局に対して必要な情報を提供することとさ

れていること（農地法第 52 条並びに『「農地法第 43 条及び第 44 条の運用について」

の制定について（平成 30 年 11 月 20 日付け 30 経営第 1796 号農林水産省経営局長通

知）』（以下「高度化施設関係通知」という。）第４の６(2）及び(3)）。 

 ① 農地法第 43 条第１項に基づく届出を受理した場合は、届出書の写し、営農計画



書の写し、受理通知書の写し、施設の位置及び施設の配置状況等 

 ② 農地法第 44 条に基づく農作物の栽培を行うべきことの勧告を行った場合は、勧

告書の写し、勧告した時点の施設の設置状況及び農作物の栽培状況等 

 ③ 農地法第 44 条に基づく勧告を行った後に農作物の栽培が再開された場合は、農

作物の栽培状況等 

 ④ 農地法第４条第１項に規定する農地の転用の制限に違反すること（違反転用）に

該当することとなったものを把握した場合は、当該土地の状況等 

  また、農業委員会は、市町村税務部局と調整の上、毎年１月１日時点の上記事項の

うち必要な情報をとりまとめた一覧表を、当該年の１月末までに市町村税務部局に対

して提供することとされていること（農地法第 52 条及び高度化施設関係通知第４の

６(4））。 

  市町村税務部局においては、農業委員会と十分に連携し、農業委員会から提供され

る上記情報に基づき、適正な評価を行うこと。 

 

２ 農業委員会は、高度化施設用地が適正に利用されていることの確認のため、市町村

税務部局から現地確認への同行の要請及び地目認定等に関する意見照会等があった

場合には適切に対応することとされていること（農地法第 30 条及び高度化施設関係

通知第４の２(6)）。 



農作物栽培高度化施設の用に供する土地の評価について（通知） 
（平成 30 年 11 月 20 日付け総税評第 38 号） 参考資料 

 
 
 
○ 農地法（昭和 27 年法律第 229 号）（抜粋） 
 
○ 「農地法第 43 条及び第 44 条の運用について」の制定について（平成 30 年

11 月 20 日付け 30 経営第 1796 号農林水産省経営局長通知）（抜粋） 

 



○ 農地法（昭和 27 年法律第 229 号）（抜粋） 
 
（農地の転用の制限） 

第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事（農地又は採草放牧地の農業上の効率

的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村

（以下「指定市町村」という。）の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事

等」という。）の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

一 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合 

二～八 （略） 

２～11 （略） 

 
（利用状況調査） 

第三十条 農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農

地の利用の状況についての調査（以下「利用状況調査」という。）を行わなければならない。 

２ 農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。 
 
（農作物栽培高度化施設に関する特例） 

第四十三条 農林水産省令で定めるところにより農業委員会に届け出て農作物栽培高度化施設の

底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培

高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われる

農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合におい

て、必要な読替えその他当該農地に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で

定める。 
２ 前項の「農作物栽培高度化施設」とは、農作物の栽培の用に供する施設であつて農作物の栽

培の効率化又は高度化を図るためのもののうち周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそ

れがないものとして農林水産省令で定めるものをいう。 
 
第四十四条 農業委員会は、前条第一項の規定による届出に係る同条第二項に規定する農作物栽

培高度化施設（以下「農作物栽培高度化施設」という。）において農作物の栽培が行われていな

い場合には、当該農作物栽培高度化施設の用に供される土地の所有者等に対し、相当の期限を

定めて、農作物栽培高度化施設において農作物の栽培を行うべきことを勧告することができる。 
 
 （情報の提供等） 
第五十二条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するほか、

その所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関

する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。 



○ 「農地法第 43 条及び第 44 条の運用について」の制定について（平成 30 年 11 月 20 日

付け 30 経営第 1796 号農林水産省経営局長通知）（抜粋） 

 

第１～第３ （略） 

第４ 高度化施設用地に農地法の規定を適用する際の留意事項 

 １ （略） 

 ２ 高度化施設用地が適正に利用されていることの確認等に係る規定について（法第 30

条、第 31 条、第 32 条及び第 44 条等関係） 

  ⑴～⑸ （略） 

  ⑹ 農業委員会は、高度化施設用地が適正に利用されていることの確認のため、市町村

税務部局から現地確認への同行の要請及び地目認定等に関する意見照会等があった

場合には適切に対応すること。 
 ３～５ （略） 

 ６ 高度化施設の情報の提供等に係る規定について（法第 52 条関係） 

  ⑴ （略） 

  ⑵ 農業委員会は、以下に掲げる場合において、速やかに、市町村税務部局に対し

て必要な情報を提供すること。 

① 法第 43 条第１項に基づく届出を受理した場合は、届出書の写し、営農計画

書の写し、受理通知書の写し、施設の位置及び施設の配置状況等 

② 法第 44 条に基づく農作物の栽培を行うべきことの勧告を行った場合は、勧

告書の写し、勧告した時点の施設の設置状況及び農作物の栽培状況等 

③ 法第 44 条に基づく勧告を行った後に農作物の栽培が再開された場合は、農

作物の栽培状況等 

④ 法第４条第１項に規定する農地の転用の制限に違反すること（違反転用）に

該当することとなったものを把握した場合は、当該土地の状況等 

⑶ 農業委員会は、⑵の情報に変更があった場合には、速やかに、市町村税務部局に

対して当該変更後の情報を提供すること。 
⑷ 農業委員会は、市町村税務部局と調整の上、毎年１月１日時点の⑵に掲げる事項

のうち必要な情報をとりまとめた一覧表を、当該年の１月末までに市町村税務部局

に対して提供すること。 
 ７ （略） 

第５及び第６ （略） 


